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第 ２ 章 
男⼥共同参画を取り巻く社会状況 
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１ 男⼥共同参画をめぐる世界の動き    

 国連では、昭和 50（1975）年を「国際女性年」、その後 10 年間を「国連女性の十年」とし、

女性の地位向上や男女平等への取組を進めてきました。昭和 54（1979）年には「女性差別撤

廃条約」が採択され、締約国に対し、女性へのあらゆる差別の撤廃のための措置を求めました。 

 平成７（1995）年には第４回世界女性会議（北京会議）が開催され、すべての女性の平等、

開発及び平和の目標を推進することを決意した「北京宣言及び行動綱領」が採択されました。「北

京宣言及び行動綱領」は、その後 5 年ごとに実施状況が確認・評価されており、北京会議から

20 年の節目の年に当たる平成 27（2015）年に開催された「第 59回国連女性の地位委員会」

（通称「北京十 20」）では、「第４回世界女性会議 20周年における政治宣言」が採択されまし

た。この政治宣言では、「北京宣言及び行動綱領」の進捗が遅く、いまだ世界には大きな格差が残

っていることが指摘され、令和 12（2030）年までに、男女共同参画及び女性のエンパワメン

トの完全な実現を達成することをめざして、より具体的な行動をとることが表明されました。 

これらを背景に、平成 27（2015）年の国連持続可能な開発サミットにおいて採択された「持

続可能な開発目標（SDGs:Sustainable Development Goals）」では、「ジェンダー平等を達成

し、すべての女性及び女児のエンパワメントを行う（ゴール 5）」が 17 ゴールの一つとして掲

げられています。 

 

２ 男⼥共同参画をめぐる日本の動き    

 我が国では、国連が昭和 50（1975）年を「国際女性年」と定めたことを契機とし、婦人問

題企画推進本部が設置され、昭和 52（1977）年に国連の「世界行動計画」を踏まえた「国内

行動計画」が策定されるなど、男女共同参画に関する様々な国内法が整備されてきました。昭和

60（1985）年には「女性差別撤廃条約」が批准され、翌年に「男女雇用機会均等法」が施行さ

れました。平成 11（1999）年には「男女共同参画社会基本法」が施行され、この法律に基づ

き、平成 12（2000）年に「男女共同参画基本計画」が策定されました。この計画は、その後

５年ごとに見直しが行われ、令和２（2020）年には「第５次男女共同参画基本計画」が策定さ

れました。 

 男女共同参画の個別の課題に対する取組としては、平成４（1992）年に「育児休業法」、平成

７（1995）年に同法を改正して介護休業制度を法制化した「育児・介護休業法」が施行され、

その後改正を重ねながら、男女共同参画との関わりが深い育児や介護について支援制度の整備が

進められています。女性への暴力を防止する取組としては、平成 12（2000）年に「ストーカ

ー行為等の規制等に関する法律」、平成 13（2001）年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護等に関する法律（DV防止法）」が施行され、近年も、令和 2（2020）年の改正で児童相

談所との連携の強化や保護の適用対象の拡大等が明確化されるなど法整備が進められています。

また、平成 27（2015）年には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍

推進法）」が施行され、働く場での活躍を希望する女性の個性と能力が発揮された社会の実現の

ための取組が推進されています。さらに、平成 30（2018）年には、衆議院、参議院及び地方

議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることをめざすことなどを基本原
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則とする「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が施行されました。 

令和元（2019）年に開催されたＧ20 大阪サミットでは、男女平等と女性の経済的エンパワ

メントを支えることの重要性を強調する大阪首脳宣言が採択され、これらの動きを踏まえて、国

は、令和２（2020）年に「第５次男女共同参画基本計画」を策定しました。 

このように我が国では、男女共同参画の実現に向けた様々な取組が進められています。しかし、

令和４（2022）年に発表された、男女格差の大きさを国別に比較した「ジェンダー・ギャップ

指数（GGI）」をみると、日本は、調査対象となった世界 146 か国のうち 116位となっていま

す。対象となる分野（政治、経済、教育、健康）のうち、特に政治と経済のスコアが低いことが

影響し、低位となっています。 

 

■関連する近年の法律・政策の動き 

年 内容 
平成28（2016）年 「女性活躍推進法」の全面施行 

 「女性の活躍推進のための開発戦略」の策定 

 「SDGs推進本部」の設置、「SDGs実施指針」の策定 

平成29（2017）年 「働き方改革実行計画」の策定 

 「子育て安心プラン」の策定 

 
「育児・介護休業法」の改正・施行 

・育児休業期間の延長 

平成30（2018）年 「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」の公布・施行 

 
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の公布、一部

施行（平成31年、令和２年施行） 

平成31・ 

令和元（2019）年 

「女性活躍推進法」の一部改正（令和２年、令和４年施行） 

・一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大等 

 「SDGs実施指針」の改定 

 
「労働施策総合推進法」「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」の改正 

・ハラスメント防止対策の強化 

令和２（2020）年 「第５次男女共同参画基本計画」の策定 

 
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤV防止法）」の改正 

・関係機関としての児童相談所の明確化、適用対象の拡大 

 「新子育て安心プラン」の策定 

令和３（2021）年 
「育児・介護休業法」改正（令和４年４月から段階的に施行） 

・柔軟な育児休業の枠組みの創設等 

 
「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」改正 

・セクハラ、マタハラ等への対応の追加 
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■ジェンダー・ギャップ指数 2022 の国際順位 
総合 

    
政治 経済 教育 健康 

116 位/146 か国 139 位 121 位 1 位 63 位 

 

「GGI ジェンダー・ギャップ指数（Gender Gap Index）」とは 
世界経済フォーラムが各国内の男女間の格差を数値化しランク付けしたもので、政治分野、経済分野、

教育分野及び健康分野のデータから算出され、性別による格差を明らかにできる。 

具体的には次のデータから算出される。 

【政治分野】・国会議員に占める比率 ・閣僚の比率 ・最近50年の行政府の長の在任年数 

【経済分野】・労働力率 ・同じ仕事の賃金の同等性 ・所得の推計値 ・管理職に占める比率 

・専門職に占める比率 

【教育分野】・識字率 ・初等、中等、高等教育の各就学率 

【健康分野】・新生児の男女比率 ・平均寿命 

 

 

３ 男⼥共同参画をめぐる大阪府の動き    

大阪府では、昭和 56（1981）年に「女性の自立と参加を進める大阪府行動計画」を、平成

９（1997）年には、北京行動綱領等を踏まえた第４期の計画となる「新女と男のジャンププラ

ン」を策定し、施策の推進に取り組んできました。平成 10（1998）年には、大阪府附属機関

条例に基づく「大阪府男女協働社会づくり審議会」を設置し、平成 11（1999）年に施行され

た「男女共同参画社会基本法」に基づき、男女共同参画をめぐる様々な課題に的確に対応してい

くために、平成 13（2001）年「おおさか男女共同参画プラン（大阪府男女共同参画計画）」を

策定するとともに、平成 14（2002）年に府民や事業者とともに男女共同参画社会の実現をめ

ざす指針となる「大阪府男女共同参画推進条例」を施行しました。 

「おおさか男女共同参画プラン」は、その後 2度の見直しが行われ、令和 2（2020）年には、

「おおさか男女共同参画プラン（2021－2025）」が策定されました。このプランでは、新型

コロナウイルス感染拡大の影響や少子高齢化の一層の進展、不安定な雇用情勢等の社会経済情勢

の変化を踏まえ、「性別役割分担意識の解消に向けた意識改革」と「SDGs の推進によるジェン

ダー視点の主流化」をプラン全体にわたる横断的な視点として設定し、次世代育成に向けた教育

及び意識啓発の推進や方針の立案・決定過程への女性の参画拡大と、そのための女性の人材の育

成が強化されています。 

性の多様性に関する取組としては、令和元（2019）年に「大阪府人権尊重の社会づくり条例」

を改正し、全ての人の人権が尊重される社会の実現に向けて、府の責務に加え、府民、事業所の

責務を追加しました。また、この条例の改正と同時に、「大阪府性的指向及び性自認の多様性に

関する府民の理解の増進に関する条例」を新たに制定し、全ての人の性的指向と性自認の多様性

が尊重される社会の実現を目的に、その理解促進のための施策を推進することが示されました。

条例に基づく取組の一環として、令和２（2020）年には「大阪府パートナーシップ宣誓証明制

度」が開始されました。 
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■関連する近年の⼤阪府の動き 

年 内容 
平成29（2017）年 

「大阪府配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画

（2017-2021）」の策定 

平成31・ 

令和元（2019）年 

「大阪府人権尊重の社会づくり条例」の改正・施行 

 
「大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する

条例」の施行 

令和２（2020）年 「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」の開始 

 
「新型コロナウイルス禍が女性に及ぼす影響について」緊急アンケートの 

実施 

 「おおさか男女共同参画プラン（2021-2025）」策定 

 
■「おおさか男⼥共同参画プラン（2021-2025）」の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

現状と課題 
①男女共同参画社会の実現に向けた意識改革 
・次世代育成に向けた教育及び意識啓発の推進 
・あらゆる世代における男女共同参画の推進 
 

②方針の立案・決定過程への女性の参画拡大 
・方針の立案・決定過程への女性の参画拡大 
・方針の立案・決定過程への参画に向けた女性の人材育成 
 

③職業生活の充実とワーク・ライフ・バランスの推進 
・職業生活における活躍支援 
・働き方の見直しとワーク・ライフ・バランスの推進 
・男性の家事・育児等への主体的取組の促進 
 

④多様な立場の人々が安心して暮らせる環境の整備 
・女性に対するあらゆる暴力の根絶 
・様々な困難を抱える人々への支援 
・生涯を通じた男女の健康支援 

４つの重点目標 

性別役割分担意識 
「男は仕事、女は家庭」に 
依然として３割以上が賛成 

女性の参画状況 
行政分野や企業等における 

女性の参画の遅れ 

就業の状況 
全国平均を下回る就業率 

家庭生活の状況 
低調な男性の育児・家事 

への参画 

配偶者等からの暴力 
をめぐる状況 

相談割合や相談窓口の 
認知度の低さ 

 

 

２つの 
横断的 
視点 

SDGs

�推
進
�����	
�視
点
�主
流
化 

性
別
役
割分
担
意識
�解
消�向
��意
識改
革 
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４ 男⼥共同参画と SDGs    

（１）SDGs と茨木市の取組について 
「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向けて、平成27

（2015）年９月の国連サミットにおいてSDGs（持続可能な開発目標）が採択されました。令

和12（2030）年までの国際目標として、17の目標・169のターゲットを掲げており、日本政

府でも積極的に取り組んでいます。 

本市では、内閣府がSDGsの国内実施を推進し、官民連携でパートナーシップを深めるために

設置した地方創生SDGs官民連携プラットフォームに加入しています。また、本市の取組姿勢を

示す「茨木市SDGs推進ガイドライン」を定め、総合計画等に基づく施策の立案・展開の各過程

において、SDGsの理念を取り入れながら取組を推進しています。 

 

（２）男⼥共同参画の推進とSDGsとの関連について 
SDGsでは、目標５「ジェンダー平等の実現」を掲げており、女性に対する暴力や児童婚など

の有害な慣行の撤廃、あらゆるレベルの意思決定への女性の参画の確保等が示されています。そ

して全体の実施においても、ジェンダー平等の実現と女性・女児の能力強化は、すべての目標と

ターゲット（具体的な目標）の進展において重要な貢献をするものとされています。 

わが国の「SDGs実施指針」においても、分野横断的な価値としてあらゆる取組で常にジェン

ダーの視点を確保し施策に反映することが必要とされています。 

一方で、令和元（2019）年12月にSDGs推進本部が策定した「SDGs実施指針改定版」によ

れば、「特に課題があると評価された目標」に目標５「ジェンダー平等の実現」が含まれており、

今後もより一層の取組を進める必要が生じています。また、このような現状を受け、優先課題の

ひとつとして「あらゆる人々が活躍する社会の実現」が掲げられ、あらゆる分野における女性の

活躍を推進するジェンダー視点の主流化・女性の活躍や働き方改革の着実な実施等を推進するこ

ととしています。 

令和2（2020）年12月に閣議決定された「第５次男女共同参画基本計画」においては、めざ

すべき社会のひとつとして「あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、SDGs

で掲げられている包摂的かつ持続可能な世界の実現と軌を一にした取組を行い、国際社会と協調

する社会」が掲げられており、男女共同参画の理念と、SDGsが掲げる目標達成に向けた理念は

一致しているといえます。 

「ジェンダー（gender）」とは 
生物学的、身体的な性別（sex）に対し、社会的・文化的につくられる性別のことを指す。男女の社

会的・文化的役割の違いや男女間の関係性によって形成された性別のこと。 

 

「ジェンダー平等」とは 
一人ひとりの人間が、性別にかかわらず、平等に責任や権利や機会を分かちあい、あらゆる物事を

一緒に決めること。SDGsの目標５「ジェンダー平等を実現しよう」は、個人の希望や能力ではなく

「性別」によって生き方や働き方の選択肢・機会が決められることをなくし、性別にかかわらず社会

的に平等であるための目標として掲げられている。 


